
2第　  章 高齢社会対策の実施の状況

第１節 高齢社会対策の基本的枠組み

１ 高齢社会対策基本法

（１）高齢社会対策基本法の成立
我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高

齢社会対策基本法（平成７年法律第１２９号）に
基づいている。同法は、参議院国民生活に関す
る調査会の提案により、平成７年１１月に衆参両
院ともに全会一致をもって成立し、同年１２月か
ら施行された。

（２）高齢社会対策基本法の概要
高齢社会対策基本法は、高齢社会対策を総合

的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活
の安定向上を図ることを目的とし、高齢社会対
策の基本理念として、公正で活力ある、地域社
会が自立と連帯の精神に立脚して形成される、
豊かな社会の構築を掲げている。
また、国及び地方公共団体は、それぞれ基本

理念にのっとって高齢社会対策を策定し、実施
する責務があるとするとともに、国民の努力に
ついても規定している。
さらに、国が講ずべき高齢社会対策の基本的

施策として、就業及び所得、健康及び福祉、学
習及び社会参加、生活環境などの施策について
明らかにしている。
あわせて、政府が基本的かつ総合的な高齢社

会対策の大綱を定めること、政府が国会に高齢
社会対策に関する年次報告書を提出すること、
内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会議」
を設置することを定めている。

２ 高齢社会対策会議

高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長と
し、委員には全閣僚が任命されており、高齢社
会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策につい
て必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社
会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施
の推進が行われている。

３ 高齢社会対策大綱

（１）高齢社会対策大綱の策定
高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法に

よって政府に作成が義務付けられているもので
あり、政府が推進する高齢社会対策の中長期に
わたる基本的かつ総合的な指針となるものであ
る。
平成８年７月に最初の高齢社会対策大綱が策

定されてから５年が経過し、経済社会情勢も変
化したことから、１３年５月、高齢社会対策会議
において、大綱の見直し・新たな大綱の策定を
行うことを決定した。これを受けて、同年６月
から「高齢社会対策の推進の基本的在り方に関
する有識者会議」を開催し、高齢社会対策の推
進の基本的在り方について議論を行い、同年９
月に報告を取りまとめた。この報告等を踏ま
え、同年１２月２８日、高齢社会対策会議における
案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定
された。
この大綱では、今後、戦後生まれの人口規模

の大きい、いわゆる「団塊の世代」（昭和２２



（１９４７）～２４（１９４９）年生まれ）が高齢期を迎
え、我が国は本格的な高齢社会に移行すること
から、高齢社会対策の推進に当たっての基本姿
勢を明確にするとともに、高齢社会対策の一層
の推進を図るため、分野別の基本的施策の枠を
越え、横断的に取り組む課題を設定し、関連施
策の総合的な推進を図ることとしている。

（２）大綱策定の目的
高齢社会対策大綱は、今後、我が国が本格的

な高齢社会に移行する中で、国民の一人一人が
長生きして良かったと誇りを持って実感でき
る、心の通い合う連帯の精神に満ちた豊かで活
力のある社会を確立していくことを目的とする
ものであり、経済社会のシステムがこれからの
高齢社会にふさわしいものとなるよう不断に見
直し、個人の自立や家庭の役割を支援し、国民
の活力を維持・増進するとともに、自助、共助
及び公助の適切な組合せにより安心できる暮ら
しを確保するなど、経済社会の健全な発展と国
民生活の安定向上を図る必要があるとしてい
る。

（３）基本姿勢
高齢社会対策大綱では、高齢社会対策基本法

の基本理念を確認し、これにのっとって対策を
推進することを明確にしている。
また、基本理念を実現するため、国及び地方

公共団体はもとより、企業、地域社会、NPO
（非営利団体）、家庭、個人等社会を構成する
すべての者が相互に協力し合い、それぞれの役
割を積極的に果たすことにより、社会全体が支
え合う体制の下、次の基本姿勢に立って、高齢
社会対策を推進することとしている。
① 旧来の画一的な高齢者像の見直し
高齢者は全体としてみると健康で活動的、経

済的にも豊かになっている他方、その属性に応
じて多様であるという実態を踏まえ、健康面で
も経済面でも恵まれないという旧来の画一的な
高齢者像にとらわれることなく、施策の展開を
図る。
② 予防・準備の重視
従来の高齢期における健康面、経済面、社会

関係等に係る問題への対処にとどまらず、若年
期から問題を予防し、老後に備えるという国民
の自助努力を支援する。
③ 地域社会の機能の活性化
高齢者の主体的な地域社会への参画を促進す

るとともに、地域社会における相互扶助その他
の機能が活性化するよう、条件整備を図る。
④ 男女共同参画の視点
高齢期の男女差、特に男性より平均余命の長

い女性高齢者の暮らし方、経済状況、健康問題
等の実態を踏まえ、男女共同参画の視点に立っ
て施策を推進する。
⑤ 医療・福祉、情報通信等に係る科学技術の
活用
医療・福祉、情報通信等に係る先端的な科学

技術の成果が、高齢者にも広く行き渡るよう、
研究開発及び活用の両面での条件整備を図る。

（４）横断的に取り組む課題
高齢社会対策大綱では、高齢社会対策の一層

の推進を図るため、戦後生まれの人口規模の大
きな世代が高齢期を迎えるおよそ十数年後を念
頭に置き、分野別の基本的施策の枠を越え、横
断的に取り組む課題を次のとおり設定し、関連
施策の総合的な推進を図ることとしている。
① 多様なライフスタイルを可能にする高齢期
の自立支援
年齢にとらわれずに多様なライフスタイルを

実践したいとする者が増えるとともに、一人暮
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らしや要介護等の高齢者も増えることを踏ま
え、これらの者に対応した施策の展開を図る。
② 年齢だけで高齢者を別扱いする制度、慣行
等の見直し
就業における年齢制限その他の社会的活動へ

の参加の妨げや、逆に年齢だけで一律に優遇し
ている扱いについて見直しを行うものとする。
また、高齢者に係る人権侵害問題に積極的に

対応し、快適に暮らすことを可能にするための
ユニバーサルデザインの普及を図る。
③ 世代間の連帯強化
家族の中においては、国民が家族構成等に応

じて世代間で連帯できる条件の整備を図り、
社会保障制度等については、給付と負担の均衡
を図るとともに、年齢にかかわらず、能力に応
じ公平に負担を求める。
さらに、就業その他の社会的活動への異世代

同士の共同参画を促進する。
④ 地域社会への参画促進
NPO等の活動基盤の整備及び地域に密着し

た起業の支援を図るとともに、ユニバーサルデ
ザインの考え方に基づき生活環境のバリアフ
リー化を推進する。
さらに、就業世代を含め生涯を通じた地域社

会への参画を促進するための施策を進める。

（５）分野別の基本的施策
高齢社会対策基本法の第９条から第１３条に示

された考え方に沿い、「就業・所得」、「健康・
福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」及び「調
査研究等の推進」の五つの分野において、基本
的施策に関する中期にわたる指針を定めてい
る。
「就業・所得」では、高齢者の雇用・就業の

機会の確保、勤労者の生涯を通じた能力の発
揮、公的年金制度の安定的運営、自助努力によ

る高齢期の所得確保への支援を図ることとして
いる。
「健康・福祉」では、健康づくりの総合的推

進、介護保険制度の着実な実施、介護サービス
の充実、高齢者医療制度の改革、子育て支援施
策の総合的推進を図ることとしている。
「学習・社会参加」では、生涯学習社会の形

成、社会参加活動の促進を図ることとしてい
る。
「生活環境」では、安定したゆとりある住生

活の確保、ユニバーサルデザインに配慮したま
ちづくりの総合的推進、交通安全の確保と犯
罪、災害等からの保護、快適で活力に満ちた生
活環境の形成を図ることとしている。
「調査研究等の推進」では、高齢化に伴う課

題の解決に寄与する各種の調査研究等を推進す
るとともに、そのために必要な基盤の整備を図
ることとしている。

（６）推進体制等
高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢

社会対策会議において、大綱のフォローアップ
等重要事項の審議等を行うこととしている。
推進に当たっては、以下の点に留意すること

としている。
① 関係行政機関の間に緊密な連携・協力を図
るとともに、施策相互間の十分な調整を図る
こと。

② 可能な限り目標を明確にした計画に基づ
き、施策の着実な推進を図るとともに、政策
評価、情報公開等の推進により、効率的かつ
国民に信頼される施策を推進すること。

③ 高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報
の収集・分析を行うとともに、これらの情報
を国民に提供するために必要な体制の整備を
図ること。



④ 高齢社会対策の推進について広く国民の意
見の反映に努めるとともに、国民の理解と協
力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育
を実施すること。
なお、高齢社会対策大綱については、政府の

高齢社会対策の中長期的な指針としての性格に
かんがみ、経済社会情勢の変化等を踏まえて必
要があると認めるときに、見直しを行うことと
している。

（７）大綱のフォローアップ
高齢社会対策大綱に基づく施策の総合的推進

のため、大綱の「横断的に取り組む課題」につ
いて、政策の指標づくりや政策体系の構築な
ど、掘り下げた政策研究を行っている。
政策研究の成果は、大綱の総合的な推進、こ

れに関する総合的な政策評価及びこれを踏まえ
た大綱の見直し（次期大綱の策定）への活用を
することとしている。

４ 高齢社会対策関係予算

高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、
学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進
という広範な施策にわたり、着実な進展をみせ
ている。一般会計予算における関係予算をみる
と、平成２１年度においては１７兆１，８４７億円と
なっている。
これを各分野別にみると、就業・所得１０兆

３，１９４億円、健康・福祉６兆８，０９７億円、学習・
社会参加１６４億円、生活環境１５３億円、調査研究
等の推進２３９億円となっている（表２－１－１
及び巻末の「高齢社会対策関係予算分野別総括
表」参照）。

就業・所得 健康・福祉 学習・社会参加 生活環境 調査研究等の推進 計
平成８年度 ４３，２６９ ３９，５１６ ７６６ ４４９ ３４０ ８４，３４０

９ ４３，１７６ ４１，６９８ ６８６ ４５２ ３８５ ８６，３９６
１０ ４４，０７８ ４５，４７６ ５９３ ４０４ ３８０ ９０，９３２
１１ ５２，０９５ ４９，６９４ ５８３ ３９９ ４４５ １０３，２１５
１２ ５３，３８６ ５２，２９７ ５１６ ４１８ ８５１ １０７，４６７
１３ ５４，８８４ ５５，８６２ ３５６ ３２９ ９６８ １１２，３９８
１４ ５６，３８７ ５９，２６４ ３５８ ２９２ １，１８７ １１７，４８８
１５ ５７，７０５ ６１，２９８ ３４６ ２６７ １，１１４ １２０，７３０
１６ ５９，９４３ ６３，０９８ ２７７ １３０ ４５３ １２３，９０１
１７ ６４，３５５ ６１，９６０ ２６６ １２８ ２７４ １２６，９８２
１８ ６８，２６０ ６１，４００ ２１６ １２５ ２４６ １３０，２４６
１９ ７２，２９４ ６３，５４１ １９５ １２５ ２１７ １３６，３７３
２０ ７６，６８４ ６４，０３５ ２４０ １２４ ２１２ １４１，２９５
２１ １０３，１９４ ６８，０９７ １６４ １５３ ２３９ １７１，８４７

（単位：億円）

資料：内閣府
（注１）高齢社会対策関係予算には、本表に掲げる一般会計のほか、特別会計等がある。
（注２）本表の予算額は、高齢社会対策関係予算として特掲できるもののみを合計した額である。
（注３）本表の予算額は、当初予算案の数字である。
（注４）平成２１年度の予算額において、特掲できない７００億円を計上していない。

表２－１－１ 高齢社会対策関係予算（一般会計）
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